
１．成績評価基準 

   

  （学則） 

第８条  

２．成績評価は、各授業科目において行う試験、実習の成果、履修状況および出席

時間数等を勘案して行う。 

 

  （学則の細則） 

  第１５条 成績は、試験の結果と平常の学習状態を総合して決定する。 

  ２ 成績評価基準は次のとおりとする。 

   

     

 

 

 

２．客観的な指標の算出方法 

 

学期末ごとの学科試験、実技試験などの成績評価を点数化(１００点満点)し、 

  状況を把握している。 

 

                  学科試験および実技試験の個人の総合点 

  各学生の履修科目の平均成績 ＝  

                 当該学年の履修科目数(不可の科目も含む) 

  

 ２０２４年度 

学科名 理容科 学年 １ 学生数 ４ 

成績の分布 

指標の数値 
Ｃ＋ 

５０～５９点 

Ｂ 

６０～７９点 

Ａ 

８０～１００点 

人数 ０ ３ １ 

下位１/４に該当する人数       １人 

下位１/４に該当する指標の数値  ６５．１点以下 

  

 ２０２４年度 

学科名 美容科 学年 １ 学生数 ３４ 

成績の分布 

指標の数値 
Ｃ＋ 

５０～５９点 

Ｂ 

６０～７９点 

Ａ 

８０～１００点 

人数 ３ ２５ ６ 

下位１/４に該当する人数       ９人 

下位１/４に該当する指標の数値  ６４．８点以下 

 

１００～５０点 合格 

４９～ ０点 不合格 

８０～１００点 Ａ 

６０～ ７９点 Ｂ 

５０～ ５９点 Ｃ＋ 

合格の評価 


